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各都道府県児童福祉主管部（局）長 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各指定都市児童福祉主管部（局）長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各都道府県私立学校主管部課長 

各児童相談所設置市児童福祉主管部（局）長 

附属学校を置く各国公立大学法人の長  殿 

構造改革特別区域法第 12 条第１項 

の認定を受けた各地方公共団体の長 

厚生労働省社会・援護局企画課長 

 

こども家庭庁支援局虐待防止対策課長 

こども家庭庁支援局家庭福祉課長 

文部科学省初等中等教育局高等学校振興課長 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長 

 

 

児童養護施設等に入所する未成年者の高等学校等への入学手続等における配慮について

（再周知） 

 

 

 民法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 33 号。以下「改正法」という。）につい

ては、令和６年５月に公布され、令和８年４月１日に施行されました。 

 親権者の同意等が求められることがある手続の一例として、高等学校等（高等学校、特

別支援学校高等部及び専修学校高等課程をいう。以下同じ。）の入学者選抜や、高等学校等

への入学に関する手続について、児童養護施設等に入所する未成年の入学志願者が、親権

者の同意を得られないことについてやむを得ない事情がある場合の対応においては、改正

法の施行後も、柔軟な取扱いを求める声があるところです。 

そのため、別添「児童養護施設等に入所する未成年者の高等学校等への入学手続等にお

ける配慮について（通知）」（令和４年 10月 14日付４文科初第 1415号・子発 1014第１号）

においてお知らせした内容から変更が生じるものではありませんが、改正法の施行後にお

いても、未成年者が高等学校等への進学を希望しているにも関わらず、親権者から進学へ

の同意及び記名を得られないことについてやむを得ない事情があると認められる場合、当

該未成年者の学びの機会を保障する観点から、引き続き、柔軟な取扱いに努めていただき



ますようお願いします。 

さらに、改正法において、親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために

行使しなければならない、とされ、また、親の責務等として、父母は、子の心身の健全な

発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮

してその子を養育しなければならない、と規定されました。 

別添通知において、【参考】としてお知らせした考え方も、改正法の内容に沿うものであ

ると考えられますので、改正法の施行後も、別添通知の趣旨を踏まえ、引き続き、適切に

対応いただくようお願いします。 

本件につきまして、各都道府県児童福祉主管部（局）長にあっては関係機関及び域内の

市区町村（指定都市及び児童相談所設置市を除く。）児童福祉主管（局）部に対して、各都

道府県教育委員会教育長にあっては所管の学校（専修学校高等課程を含む。以下同じ。）及

び域内の市区町村教育委員会に対して、各指定都市及び児童相談所設置市児童福祉主管部

（局）長にあっては関係機関に対して、各指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学

校に対して、各都道府県私立学校主管部課長にあっては所轄の学校法人、私立学校に対し

て、附属学校を置く国公立大学法人の長にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域

法第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては所轄の学校設置会社及び学校

に対して、厚生労働省社会・援護局企画課長にあっては、所管の専修学校（高等課程に限

る。）に対して、改めて御周知いただきますよう、お願いします。 

 

 

【問合せ先】 

（児童相談所に関する問合せ） 

こども家庭庁支援局虐待防止対策課企画法令係 

TEL：03-6859-0096 

e-mail：gyakutaiboushi.hourei@cfa.go.jp 

 

（児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、児

童自立生活援助事業所に関する問合せ）  

 こども家庭庁支援局家庭福祉課指導係  

 TEL：03-6859-0149  

 e-mail：kateifukushi.shidou@cfa.go.jp  

   

（里親、ファミリーホームに関する問合せ）  

 こども家庭庁支援局家庭福祉課社会的養育支援係  

 TEL：03-6859-0174  

 e-mail：kateifukushi.youikushien@cfa.go.jp  
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（高等学校に関する問合わせ） 

 文部科学省初等中等教育局高等学校振興課高校教育改革室

高校教育改革企画係 

 TEL：03-5253-4111（内線：3482） 

 e-mail：koukou@mext.go.jp 

 

（特別支援学校に関する問合せ） 

 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 

 TEL：03-5253-4111（内線：3193） 

 e-mail：tokubetu@mext.go.jp 

 

（専修学校高等課程に関する問合せ） 

 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 専修学校教育振興室専修学校第一係 

 TEL：03-5253-4111（内線：2915） 

 e-mail：syosensy@mext.go.jp 
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